
大田市告示第１２１号 

  

 大田市障害者等福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱（平成１８年大

田市告示第３９号の１８）の一部を次のように改正する。 

 

令和３年３月３１日 

大田市長 楫 野 弘 和   

 

題名中「障害者」を「障がい者」に改める。 

第１条中「重度の障害」を「重度の障がい」に改める。  

第２条第１号中「その障害」を「その障がい」に、同条第２号中「障害

程度」を「障がい程度」に改める。 

第８条第１号中「障害程度」を「障がい程度」に改める。  

様式第１号中「㊞」を削る。 

様式第２号を次のように改める。



様式第２号（第５条関係） 

福祉タクシー利用券交付台帳 

対象者氏名等 

（氏名・生年月日・性別・住所） 

障害者手帳 受 付

年月日 

交 付

年月日 
交付番号 

身体 療育(日付は次回判定日) 精神(日付は有効期限) 

        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 

 



附 則 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 


